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（
質
問
の 

二
七
） 

答

弁

第

二

七

号 

    

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
義
務
教
育
に
お
け
る
不
学
者
補
導
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 

内
閣
衆
質
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一
四
号 

昭
和
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五
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月
十
四
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衆

議

院
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原 
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内
閣
総
理
大
臣 

吉 
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一 

 



一 

義
務
教
育
に
お
け
る 

  

1 

不
就
学
者
数
（
昭
和
二
十
四
年
四
月
三
十
日
現
在 

文
部
省
指
定
結
計
第
一
三
号
） 

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
義
務
教
育
に
お
け
る
不
学
者
補
導
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

イ 

学
令
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
兒
童
、
生
徒
数 

Ａ 

就
学
し
て
い
る
も
の 

Ｂ 

不
就
学
の
も
の 

（１） 

認
可
を
受
け
て
い
る
も
の 

内 

訳 

内 

訳 

三 

 



こ
の
ほ
か
、
学
令
に
あ
つ
て
就
学
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
浮
浪
兒
な
ど
で
学
令
簿
に
な
い
者
の
数
即
ち
未
就

学
者
数
は
相
当
数
あ
る
見
込
み
で
あ
る
。 

備 

考 

（１）
と

（３）
は
理
由
の
あ
る
者
で
あ
る
か
ら
、
結
局

（２）
の
四
八
、
三
五
七
人
が
不
就
学
者
数
で
あ
る
。 

      
（３） 

教
護
院
、
少
年
院
に
あ
る
も
の 

（２） 

認
可
を
受
け
て
い
な
い
も
の 

四 

 



3 

不
就
学
者
の
動
向 

2 
不
就
学
の
理
由 

学
校
教
育
法
第
二
三
條
の
規
定
に
あ
る
と
お
り
、
病
弱
、
発
育
不
完
全
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
で
市
町
村
教

育
委
員
会
（
教
育
委
員
会
の
設
置
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
当
該
市
町
村
長
）
が
都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
認
可
を
う
け

て
、
就
学
の
猶
予
又
は
免
除
し
た
者
以
外
は
居
所
不
明
、
貧
困
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

学
令
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
居
所
不
明
、
貧
困
そ
の
他
に
よ
つ
て
就
学
し
て
い
な
い
者
の
動
向
は
、
近
く
具
体

的
な
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
学
令
簿
に
な
い
未
就
学
者
は
浮
浪
兒
な
ど
に
な
つ
て
い
る
者
が

多
い
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
通
学
は
し
て
い
る
が
学
業
を
怠
る
兒
童
生
徒
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
近
く
全
国
的
に
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る

が
、
東
京
都
公
立
小
学
校
、
中
学
校
の
兒
童
生
徒
の
例
に
つ
い
て
、
そ
の
動
向
を
述
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
二
日
現
在
、
東
京
都
教
育
委
員
会
調
査
） 

五 

 



           

六 

 



           

七 

 



4 

不
就
学
者
に
対
す
る
措
置 

ロ 

未
就
学
に
つ
い
て
（
学
令
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
不
就
学
者
） 

イ 

不
就
学
に
つ
い
て 

八 

 

 

以
上
の
よ
う
な
原
因
で
、
学
業
を
怠
つ
て
い
る
兒
童
、
生
徒
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
は
、
家
事
の
手
伝
い
、

又
は
職
場
に
お
い
て
働
い
て
い
る
も
の
が
多
く
、
学
校
嫌
い
、
家
庭
の
無
理
解
等
に
よ
る
欠
席
兒
童
生
徒
は
不
良
化

の
傾
向
が
多
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

次
の
項
目
に
分
け
て
措
置
を
の
べ
た
い
。 

文
部
省
で
は
二
十
五
年
度
に
お
い
て
、
異
常
兒
か
ん
別
基
準
を
作
成
し
、
精
神
薄
弱
兒
、
欠
陥
兒
等
の
か
ん
別
に

遺
憾
な
き
を
期
し
た
い
。 

、

、

す
み
や
か
に
学
校
お
よ
び
関
係
各
省
庁
並
び
に
関
係
諸
団
体
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
兒
童
、
生
徒
の
実
態
を 

学
令
簿
を
整
備
し
、
そ
の
取
扱
方
に
つ
い
て
趣
旨
の
徹
底
を
は
か
り
た
い
。 

、 

、 

 



ニ 

又
六
・
三
制
学
校
建
物
の
整
備
が
充
分
で
な
い
た
め
、
二
部
授
業
、
仮
教
室
授
業
、
過
剩
学
級
等
の
授
業
に
変
則

を
来
し
、
こ
の
た
め
靑
少
年
教
育
に
欠
く
る
と
こ
ろ
の
あ
る
は
遺
憾
で
あ
る
の
で
、
昭
和
二
十
四
年
度
六
・
三
制
学

校
建
物
整
備
費
と
し
て
四
十
五
億
を
計
上
し
、
も
つ
て
こ
れ
ら
の
授
業
時
間
の
変
則
（
二
部
授
業
、
仮
教
室
で
の
授

業
）
を
解
消
し
た
い
と
思
つ
て
い
る
。 

ハ 
学
業
を
怠
る
兒
童
、
生
徒
に
つ
い
て 

を
調
査
し
、
就
学
措
置
を
講
じ
た
い
。 

イ
、
ロ
、
と
と
も
に
特
に
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
省
と
連
絡
を
密
に
し
、
生
活
保
護
法

の
徹
底
及
び
扶
助
費
の
中
に
含
ま
れ
る
教
育
費
の
適
正
な
る
充
当
等
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
措
置
し
た
い
。 

以
上
の
対
策
と
な
ら
ん
で
、
内
閣
に
設
け
ら
れ
て
い
る
靑
少
年
問
題
対
策
協
議
会
に
お
い
て
も
、
本
年
度
に
ひ
き
つ 

又
学
令
兒
童
、
生
徒
の
就
学
に
当
つ
て
は
、
労
働
基
準
法
の
徹
底
を
は
か
り
、
惡
質
な
る
大
人
の
少
年
に
関
す
る

犯
罪
等
の
と
り
し
ま
り
に
つ
い
て
、
関
係
各
省
庁
の
協
力
を
求
め
対
策
を
樹
て
た
い
。 

九 

 



三 

広
島
県
下
に
お
い
て
警
察
員
を
学
校
に
配
属
し
た
と
聞
く
が
、
そ
の
動
機
、
経
過
成
績
如
何
。 

二 

專
任
生
徒
監
を
お
く
こ
と
を
要
す
る
と
思
う
が
如
何
。 

昨
年
十
一
月
十
一
日
付
の
毎
日
新
聞
に
本
問
題
を
「
渦
紋
起
す
警
官
の
学
園
配
置
」
と
い
う
見
出
し
で
取
扱
つ
て
い
る

が
、
広
島
県
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
実
情
を
調
査
し
た
結
果
、
事
実
は
概
略
次
の
通
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

ま
た
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
、
全
国
的
に
行
う
中
等
学
校
研
究
集
会
に
も
生
徒
補
導
問
題
を
と
り
あ
げ
、
研
究

並
び
に
活
動
の
徹
底
を
は
か
り
、
そ
の
他
生
徒
補
導
に
要
す
る
各
種
の
手
引
書
を
刊
行
し
て
全
国
教
員
の
参
考
と
す
る
予

定
で
あ
る
。 

学
校
に
は
兒
童
、
生
徒
の
指
導
に
当
る
主
任
教
師
が
あ
つ
て
、
就
学
及
び
出
席
の
督
励
そ
の
他
生
徒
の
指
導
に
当
つ
て

い
る
が
更
に
こ
れ
ら
教
員
の
み
に
限
ら
ず
教
員
全
員
の
活
動
と
あ
い
ま
つ
て
そ
の
指
導
を
徹
底
し
た
い
。 

づ
き
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
、
関
係
各
省
庁
と
協
力
し
て
、
徹
底
的
な
社
会
に
対
す
る
啓
蒙
、
学
令
兒
童
、
生
徒
の

救
済
に
つ
い
て
効
果
あ
る
実
行
方
法
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。 

一
〇 

 



 

一
一 

1 
昨
年
十
月
広
島
市
内
の
中
学
校
で
は
生
徒
の
不
良
化
防
止
の
た
め
「
校
外
生
活
指
導
協
議
会
」
を
組
織
し
た
。 

2 
こ
れ
に
は
生
徒
の
背
後
に
あ
る
街
の
不
良
分
子
の
取
締
り
を
徹
底
す
る
な
ど
警
察
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
学

校
側
か
ら
警
察
に
対
し
て
両
者
が
連
絡
を
緊
密
に
す
る
こ
と
を
申
入
れ
た
。 

3 

警
察
側
に
お
い
て
も
、
そ
の
必
要
を
認
め
連
絡
員
を
つ
く
り
、
必
要
に
応
じ
て
学
校
と
連
絡
し
、
校
外
に
お
け
る
生

徒
の
不
良
化
防
止
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。 

4 

こ
れ
は
、
学
校
配
属
警
官
又
は
学
校
常
置
警
官
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 

5 

広
島
県
教
育
委
員
会
、
広
島
市
警
察
局
は
、
こ
れ
が
た
め
に
学
校
教
育
の
自
主
性
が
傷
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

充
分
注
意
を
拂
い
つ
つ
、
同
協
議
会
が
そ
の
本
来
の
目
的
を
達
成
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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